
広島県情報公開・個人情報保護審査会（諮問（情）第 310 号） 

 

第１ 審査会の結論 

広島県知事（以下「実施機関」という。）が，本件異議申立ての対象となっ

た行政文書について，不存在であることを理由に不開示とした決定は，妥当で

ある。  
 

第２ 異議申立てに至る経過 

１ 開示の請求 

異議申立人は，平成 19 年９月 26 日，広島県情報公開条例（平成 13 年広島県

条例第５号）第６条の規定により，実施機関に対し，「○○川管理道の損壊箇

所の補修工事に係る損害査定，○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○に対する妥当性の判断及びそれを示す資料写真等」並びに「○○川管理

道の損壊箇所に係る○○○○○○○との損害賠償交渉方針及び経過の判明する

文書」の開示を請求（以下「本件請求」という。）した。 

 

２ 本件請求に対する決定 

実施機関は，本件請求に対し，「件名４の『同上工事（○○川管理道の河川

損壊箇所の補修工事）の損害査定，○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○に対する妥当性の判断並びにそれを示す資料写真等』」及び「件名

５の『○○○○との損害賠償交渉方針及び経過の判明する文書』」（以下「本

件対象文書」という。）について，作成又は取得していないため，不存在を理

由とする行政文書不開示決定処分（以下「本件処分」という。）を行い，平成

19 年 10 月 10 日付けで異議申立人に通知した。  

   

３ 異議申立て 

異議申立人は，平成 19 年 10 月 16 日，本件処分を不服として，行政不服審査

法（昭和 37 年法律第 160 号）第６条の規定により，実施機関に対し異議申立て

を行った。 

 

第３ 異議申立人の主張要旨 

１ 異議申立ての趣旨 

本件対象文書の不存在は，法令上あり得ないことから本件処分を取り消し，

開示を求める。 
 
２ 異議申立ての理由 

異議申立人が，異議申立書及び意見書で主張している異議申立ての理由は，

次のとおりである。 
(1)  ○○川管理道は工事終了後，約 20 年間，通常の供用に耐えたことは，平成 

７年，13 年，17 年の県の公文書写真でも明らかであり，その後，昨年までの 

２年間に損壊し(60 ㎥の土砂損壊県測量)，何らかの○○○損壊があったこと

は，充分想像され，現場状況を確認すれば，一目で損壊方法が把握でき，私

が県道路河川管理室長に対して経過を含めた損壊状況の説明を行い，写真を

提示した際の聞取票が作成されず，現地地域事務所長にも全く知らされるこ

ともなく，又，現地事務所長の関係者聞取りで，○○○○○○○○○○○○

○○○の証言，地元住民の全証言も聞取票を作成していない。その後の聞取

りで証言は撤回されたが，これは損害賠償請求を恐れて当然のことでもある。 

(2)  この様な状況から○○○○は，当然想定されるが，その様な事実があれば， 
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損害額を算定することは，道路管理者の当然の義務であり，原因不明だから

損害がいくらかわからないとは言えないのではないか。 

 (3)  前記のような状況があれば，損害賠償交渉の準備，請求は行うべきであり， 

交渉が不調ならば訴訟を起こすことも考慮すべきではないか，原因がわから

ないから損害額がわからないので算定しなかったし，また，現地地域事務所

が損害賠償交渉の方針，準備，損害の把握をしていないということが当然で

あるとの理由説明書を情報公開審査会に提出するのはおかしいのではないか。

厳正な審査を強く県民として要求する。 

 

第４ 実施機関の説明要旨 

実施機関が理由説明書等で説明している内容を総合すると，本件対象文書を

不存在とした理由は，おおむね次のとおりである。 
１ ○○川管理道の損壊箇所の補修工事に係る「損害査定」の資料については，

当該管理道の損壊原因が不明であり，本件請求時点では，損害額の算定は，

行っていないことから不存在とした。 

 

２ 当該損壊箇所の「○○○○○○○状況」及び「○○○の状況」並びに「○○

○○の弁明に対する妥当性の判断並びにそれを示す資料写真等」は，本件請求

時点では，○○○○又は○○○と断定できないため作成又は取得していないの

で，不存在とした。 

 ３ 「○○○○との損害賠償交渉方針及び経過の判明する文書」は，本件請求時

点では，損壊の原因が不明であり，作成していないため不存在とした。 

 

第５  審査会の判断 

１ 本件対象文書について 

   本件対象文書は，「○○川管理道の損壊箇所の補修工事に係る損害査定，○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○に対する妥当性の判断及び

それを示す資料写真等」並びに「○○川管理道の損壊箇所に係る○○○○○○

○との損害賠償交渉方針及び経過の判明する文書」である。 

異議申立人は，○○川管理道について何らかの損壊行為が想定されることか

ら，損害額を算定する事は道路管理者の当然の義務であり，原因不明だからと

いうことで損害賠償交渉の方針，準備，損害の把握をしていないということは

不合理であり，一連の行政文書は作成しているべきであると主張しているので，

本件処分の妥当性について，以下検討する。 

 

 ２ 本件処分の妥当性について    
(1)  当審査会において，実施機関に確認したところ，本件請求時点以降も，地 

元住民らへの聞取り調査などを実施しているが，当該調査を終えた以降にお

いても実施機関から特定の損害賠償請求等を行ったとの主張はなされておら

ず，少なくとも，本件請求時点では，損壊原因は確定していなかったことが

認められる。 

したがって，本件請求日現在では，異議申立人の主張する「○○○○○○

○がいることを前提とする各種の損害賠償請求に係る資料」について，損害

原因が不明であることを理由に作成していなかったとしても，不自然ではな

いと認められる。 

(2） なお，「○○○」あるいは「○○○○」というような前提条件を付さない

形での別件の開示請求に対しては，実施機関は，本件補修工事に係る現場写

真など多数の関係文書を開示していることが認められることから，本件請求
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についてのみ殊更請求対象の範囲を狭く解したのではなく，可能な範囲での

開示に努めていたことがうかがわれる。 

以上のことから，本件対象文書を作成していないとして不存在であることを理

由に不開示とした実施機関の決定は，妥当であると認められる。 

 
 ３ その他 

   異議申立人によるその他種々の主張は，いずれも当審査会の結論を左右する

ものではない。 
 

４ 結論 

よって，当審査会は，「第１ 審査会の結論」のとおり判断する。 
 

第６ 審査会の処理経過 

当審査会の処理経過は，別記のとおりである。 
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別 記 

 

審 査 会 の 処 理 経 過 

年 月 日 処 理 内 容 

19．11．16 ・諮問を受けた。 

19．12．7 ・実施機関に理由説明書の提出を要求した。 

20．２．８ ・実施機関から理由説明書を収受した。 

20．２．13 
・異議申立人に理由説明書の写しを送付した。 

・異議申立人に意見書の提出を要求した。 

20．２．15 ・異議申立人から意見書を収受した。 

20．２．19 ・実施機関に意見書の写しを送付した。 

22．９．27 

(平成 22 年度第６回) 
・諮問の審議を行った。 

22．11．18 

(平成 22 年度第７回) 
・諮問の審議を行った。 

22．12．10 

(平成 22 年度第８回) 
・諮問の審議を行った。 

23．１．14 

(平成 22 年度第９回) 
・諮問の審議を行った。 
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